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２．所管課の１次評価

観 点 評 価 の 内 容 （ 特 記 事 項 ） 評 価 点

必 要 性 点

緊 急 性 点

有 効 性 点

効 率 性 点

熟 度 点

ランク （ Ⅰ Ⅱ Ⅲ ）

判 定 点

　　　選定　　　改善して選定　　　保留

総 合 評 価

３．総合政策課長の２次評価 ４．財政課長意見

総 合 評 価　　　選定　　　改善して選定　　　保留 意 見 内 容　　　選定　　　改善して選定　　　保留

５．最終評価（新規箇所選定会議）

総 合 評 価　　　選定　　　改善して選定　　　保留

６．評価結果の当該事業への反映状況等（対応方針）

７．公共事業評価専門委員会意見

H20-農-新-04

羽貫谷地

〇本事業の目的は、基盤整備を契機とした担い手の育成・確保であり、農業県である本県

農業の将来を支える農業者の育成は県の積極的主体的関与が必要。
  13〇区画と農道が狭小であり、地下水位が高く湿田となっており、非効率な営農を強いられ

ている。また、用排水路が土水路であるため、維持管理にも苦慮している。これら諸課題
を総合的に解決する手段としては、ほ場整備事業が最も妥当。

○平成21年度新規採択を目標として、地区担い手のあり方や、将来の営農の基礎となるほ

場整備の検討が早くからなされるなど、受益者の事業に対する意欲は非常に高い。
  18○近くに大型スーパーが建設されることとなり、米価の下落傾向にある中、まさにチャン

スと捉え、地域連携の下、ほ場整備を契機として農業への担い手への集積を図り、余剰労

働力を生かした複合経営により、収益性の高生産性な農業への展開を目指している。

〇生産性の高い農業の実現が求められている中、美郷町では、農地の集積・生産組織や
担い手農家の育成を図るため「ほ場整備」を最優先課題とし、町はもとより、農協が積極

  30的に関与し、地域ブランド「米の精」拡大に取り組もうとしている。

○町内に畜産処理施設の堆肥センターが今年オープンし、循環型農業の展開を図るべく、

付加価値型複合経営を推進し、直売所や大型スーパーへの産物提供を予定している。

〇単収増加効果、品質向上効果、営農経費節減効果、維持管理費節減効果等の効果が見込

まれ、10a当たりの事業費は、国が示す指標の200万円を大きく下回る110万円台。
  13○地区の東西を縦断する３本の市道を生かし、これ以上にない効率的なほ場配置計画とな

っている。

○ほ場整備を契機として設立する法人構想について、地域関係者が積極的に参画し、様々

な角度からの検討をきめ細やかに実施している。成功の鍵は、余剰労働力をいかに創設す
  18るかをテーマに新たな技術展開を模索、不耕紀V字型直播き研修のため山形県へ技術研修

に多数参加するなど事業への取り組み・関心度は高く、事業同意率も100%となっている。

● ○ ○

○米作に特化した営農形態から、効率性を重視した営農形態へと転換しようとしている     92
取組姿勢は集積率約８割の高さからみても理解できる。また、作業分担を明確化し、無

理のない収益性の高い新規作物を導入する取組は評価されるものである。

● ○ ○

○各種施策・開発の情報を取入れ、循環型農業やマーケティング農業、さらには不耕起V字型直播

による低コスト化農業等、地域将来に夢を懸けた集落をあげた積極的な姿勢は、ほ場整備が立ち後

れている地域への模範となりうるものであり、事業実施は妥当と考える。

● ○ ○ ● ○ ○

　環境にやさしいブランド米生産とスーパー、直売等 ・担い手への集積が進んでおり、特別栽培米を生産す

への販売戦略による環境保全型の複合経営を目指して るなど技術力や意欲も高い地区である。

いる。現在の生産基盤は、農道は狭小で、地下水位が ・今後、有機栽培作物の生産と循環型農業への転換を
高く、非効率な農作業を余儀なくされているほか、転 目指しており、ほ場整備による効果が大きい。

作作物の作付拡大が困難な状況にある。集落一体とな ・工事単価も全県平均に比べ低く抑えられている。

った複合型大規模経営を目指す上で、本事業の実施が ・事業実施は妥当である。

不可欠であり、実施は妥当と判断される。

● ○ ○

　複合型大規模経営を目指す上で、ほ場整備は必要不可欠であり、事業の実施は妥当である。

・当該課所を国に新規地区として要望する。

・事業実施に当たっては、コスト縮減に努める。

県の対応方針を可とする。



公共事業箇所評価基準

評価種別 事業コード( )

適用基準名 箇所名 ( )

１．評価内訳

観点 評価項目　細別 評価基準 配 点 評価点 摘 要

２．判定
ランク 判定内容 配　　点 判定 摘　　要

   1/1別表６(01)

新規箇所評価 H20-農-新-04

担い手育成基盤整備事業（区画整理型・高度利用型） 羽貫谷地

必要性

緊急性

有効性

効率性

熟度

合計

事業の必要性
　　あきた２１総合計画における位置付け

　　受益面積（地域周辺への波及度）

　　労働生産性の現状

計
事業未実施の影響
　　営農への支障状況

　　応急対策の実施状況

　　受益者の高齢化状況

他事業との関連
　　他事業との関連

計
上位計画への貢献度
　　市町村計画での位置付け

期待される具体的効果
　　区画計画

　　担い手への農地集積度

　　品目横断的経営安定対策との関連

　　営農計画

環境との調和への配慮状況
　　環境保全への配慮

計
事業の投資効果
　　費用対効果

事業実施コストの縮減
　　コスト縮減計画

事業費単価
　　１０ａ当たり事業費

計
地元の合意形成の状況
　　同意状況

　　事業推進体制

　　農地集団化推進団体の有無及び活動状況

事業推進のための各種協議の進捗状況
　　進捗状況（水利権、道路協議
　　林地開発、指定区域等）

計

施策目標の中核事業であり貢献度が高い
施策目標に間接的に貢献する
施策目標とは別のその他関連事業である
100ha以上（中間地域の場合、50ha以上）
50ha以上100ha未満（中間地域の場合、20ha以上50ha未満）
50ha未満
未整備地域である
整備済だが水路等の損傷が著しい
整備済で、水路等の損傷が見あたらない

用水不足や排水不良等が全域で見られ支障をきたしている
用水不足や排水不良等が一部区域
営農への支障は特にない
施設の老朽化等により応急対策は日常化している
これまでに応急対策を実施したことがある
応急対策を実施したことはない
６０歳以上の耕作者が４０％以上で、後継者不足
６０歳以上の耕作者が３０％以上４０％未満で、後継者不足
６０歳以上の耕作者が３０％未満

関連する他事業との調整で緊急性が高い
関連する他事業との調整が事業期間中に必要
関連する他事業との調整を必要としない

農業振興の中核を担う事業として位置づけされている
農業振興を担う施策に間接的に位置づけられている
特に位置づけられていない

地域の営農計画に促した区画計画が策定されている
地域の営農計画に促した区画計画が策定されていない
地区担い手への農地集積率が市町村目標より２割以上高い
地区担い手への農地集積率が市町村目標以上
地区担い手への農地集積率が市町村目標以下
対策への参加割合が受益面積の６０％以上
対策への参加割合が受益面積の５０％以上６０％未満
対策への参加割合が受益面積の５０％未満
新規作物及び新技術の導入がともに図られている
新規作物及び新技術の導入がどちらか一方図られている
新規作物や新技術の導入が図られず、現状と変わらない

環境検討委員会を設置、環境保全への取組内容が十分
環境検討委員会を設置、環境保全への配慮を検討中
環境検討委員会が設置されていない

Ｂ／Ｃ＝１．２以上
Ｂ／Ｃ＝１．０以上?１．２未満
Ｂ／Ｃ＝１．０未満

コスト縮減計画を策定、事業計画に反映
コスト縮減計画を策定するため、現在検討中
コスト縮減計画を特に検討していない

県平均値以下
県平均以上、国で示す上限値未満
国で示す上限値以上

全員の同意が得られている
未同意者が存在するが、事業実施に支障がない
未同意者が存在し、円滑な事業実施に支障がある
事業推進組織が設立済で、活発な活動を展開
事業推進組織が設立済で、定期的に開催
事業推進組織が設立されていない
現在、推進団体があり、活動している
推進団体はあるが活動していない
推進団体はない

必要な協議を終了しており、基本的事項が確認されている
協議中であり、合意が得られる見込みである
協議中であり、合意時期が未定である
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Ⅰ 優先度がかなり高い ８０点以上

Ⅱ 優先度が高い ６０点以上～８０点未満

Ⅲ 優先度が低い ６０点未満

Ⅰ




